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複合事業の合同審議対象事業について
審議
方法

路線名 区 間 区分 延長 所在地 事業者
会社

施行区分

合同
審議

東京外かく環状道路 関越～東名
高速自動車

国道
１６．２㎞ 東京都

国土交通省
ＮＥＸＣＯ東日本
ＮＥＸＣＯ中日本

舗装・施設
・土工・ＴＮ

一般国道４６８号
首都圏中央連絡自動車道

大栄～横芝 一般国道 １８．５㎞ 千葉県
国土交通省

ＮＥＸＣＯ東日本
舗装・施設
・土工・ＴＮ
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（参考）複合事業の合同審議について

 上表の事業については、国土交通省関東地方整備局との複合事業であり、弊社の事業への関わり合いも大きく、事業主体として

説明責任を果たすべき事業と判断しているところ。

『東日本高速道路株式会社事業評価委員会運営要領』により、関東地方整備局との協議を踏まえ、当該事業については、関東

地方整備局の事業評価監視委員会に、弊社の事業評価監視委員会委員を加えて合同で審議を行うものである。

○東日本高速道路株式会社事業評価委員会運営要領（抜粋）

第６条 複合事業について、再評価に係る対応方針（原案）は当該事業の全事業主体が協議して作成し、審議方法は個別案

件の内容に応じて次の方法を基本として、事業主体の長が協議して定める。

一 個別案件について、初期段階から関わっていない事業主体は、初期段階から関わっている事業主体の事業評価監視委

員会に当該案件の審議を委任する。

二 個別案件について、複数の主たる事業主体の事業評価監視委員会で審議対象事業として抽出された場合には、１つの

事業評価監視委員会に他の事業評価監視委員会委員を加えて合同で審議を行う。



合同審議対象事業の目的と計画の概要①
■東京外かく環状道路（関越～東名）
＜目 的＞

○首都圏の慢性的な渋滞の緩和
○沿道環境の改善
○周辺の生活道路の安全性の向上
○企業活動への支援
○臨海部（羽田空港等）とのアクセス性向上

＜計画の概要＞

区  間：自）東京都練馬区大泉町

至）東京都世田谷区宇奈根
計画延長・幅員：延長１６．２㎞・幅員４０．０～９８．０ｍ
道路規格：第２種第１級
設計速度：８０㎞/ｈ
車  線  数：６車線
計画交通量：74,700～94,600（台/日）
事 業  化：平成２１年度（2009年度）
事  業  費：２兆７，６２５億円

（前回評価 ２兆３，５７５億円）
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■東京外かく環状道路（関越～東名）
◇関東地方整備局 事業評価監視委員会（第３回および第４回）
日 時：第３回 令和７年１０月 ９日（木）１５：００～ 第４回 令和７年１０月２７日（月）１０：００～
場 所：関東地方整備局 さいたま新都心合同庁舎２号館 １４階「災害対策本部室」
備 考：特別委員として小根山委員長が出席

◇審議結果

※事業費増加の要因

複合事業の合同審議の結果について①－１
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都道
府県

事業名
事業
延長

再評価
の理由

審議方法 対応方針（原案） 審議結果

東京都
東京外かく環状道路
（関越～東名）

１６．２
㎞

再評価
実施後
５年間
が経過
している
事業

重点審議

再発防止対策の追
加、発生土処理の変
更、換気所の構造変
更等による１００億円
以上の事業費増※
のため

事業継続

本事業は、首都圏の慢性的な交通渋
滞の緩和、沿道環境の改善、周辺の生
活道路の安全性の向上、企業活動へ
の支援、臨海部（羽田空港等）とのアク
セス性向上、災害発生時の被災地へ
の救援ルートの確保の観点から、事業
の必要性・重要性は高く、早期の効果
発現を図ることが妥当と考える。

対応方針
（原案）の
とおり了承

①材料単価・労務費の上昇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②陥没・空洞事故を踏まえた再発防止対策等の履行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③発生土における産業廃棄物及び改質材添加量の増加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
④換気所における換気ダクト等の設計変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑤換気所における躯体容量の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
⑥地下水位の上昇による換気所における地盤改良等の追加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

約 １，７００億円 増額
約 ９１０億円 増額
約 ７２０億円 増額
約 ２００億円 増額
約 ３６０億円 増額
約 １６０億円 増額

合計：約 ４，０５０億円 増額



複合事業の合同審議の結果について①－２
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■東京外かく環状道路（関越～東名）
◇委員からの主な意見

・首都圏三環状道路は、首都圏の経済や生活を支える重要な基幹インフラであり、東京外かく環状道路 
（関越～東名）は、再発防止対策等を徹底し、安全確保を最優先とした上で、１日も早い開通・供用開始
が望まれる。

・陥没空洞事故を受けた地域住民への説明や、事故の再発防止に対する技術的な課題に対して、対応
や検討ができていることを確認した。

・各事業の特性を踏まえた、多様な経済効果などの把握手法について、検討いただきたい。

・前回の付帯意見への対応は、陥没事故への対応にも該当することから、引き続き行うものとし、原案通り
了承とする。

【前回（令和２年度）付帯意見】

① 早期の完成と供用に努めること。

② コスト縮減を徹底するとともに、事業費増の要因を分析し、厳格なコスト管理を行うこと。

③ 事業進捗について、定期的に関係自治体と共有するなど引き続き事業の透明性を高めること。

④ 事業の必要性や現場で行われている事業の工夫などを社会一般に知ってもらえるよう、わかりやすい
情報発信を行うこと。



合同審議対象事業の目的と計画の概要②
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■一般国道４６８号 首都圏中央連絡自動車道（大栄～横芝）
＜目 的＞

＜計画の概要＞

区  間）： 自）千葉県成田市吉岡

   至）千葉県山武市松尾町谷津
計画延長・幅員：延長１８．５㎞・幅員２２．０ｍ
道路規格：第１種第２級
設計速度：１００㎞/ｈ
車  線  数：４車線
計画交通量：16,000～23,700台/日
事 業  化：平成２０年度（２００８年度）
事  業  費：約２，１４０億円（前回：約１，９４０億円）

○首都圏の道路交通の円滑化
○沿道環境の改善
○沿線都市間の連絡強化
○企業活動・地域づくり支援
○災害時の代替路確保
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複合事業の合同審議の結果について②

6

■一般国道４６８号 首都圏中央連絡自動車道（大栄～横芝）
◇関東地方整備局 事業評価監視委員会（第５回）
日 時：令和７年１２月 １日（月）１４：００～
場 所：関東地方整備局 さいたま新都心合同庁舎２号館 １４階「災害対策本部室」
備 考：特別委員として小根山委員長が出席

◇審議結果

※事業費増加の要因

都道
府県

事業名
事業
延長

再評価の理由 審議方法 対応方針（原案） 審議結果

千葉県

一般国道４６８号
首都圏中央連絡
自動車道
（大栄～横芝）

１８．５
㎞

事業費の増加
により、現時点で
評価する必要が
生じたため

重点審議

盛土材の確保に伴う
ストックヤードの整備
の追加、土地改良区
との協議による構造
形式の変更等による
１００億円以上の事
業費増※のため

事業継続

圏央道（大栄～横芝）は、首都圏
の道路交通の円滑化、沿線地域
の活性化、企業活動・地域づくり
の支援などの観点から、事業の
必要性・重要性は高く、早期の効
果発現を図ることが妥当と考える。

対応方針
（原案）の
とおり了承

①地質条件を踏まえた対策工法の追加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 ７０億円 増額
②産業廃棄物処理工の追加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約    ３億円 増額
③横断管路、架空線管理者との協議による対策工法の追加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 ２７億円 増額
④労務費・材料単価の上昇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 １００億円 増額

合計：約 ２００億円 増額



（参考）関東地方整備局事業評価監視委員会 委員名簿
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